
​令和８年度 金融系外国企業等誘致・プロモーション業務​
​質問と回答（令和８年６月23日）​

​質問１​
​該当部分​ ​業務仕様書４-(1)-ア-(ア)​
​質問​ ​「委​​託​​者​​が​​予​​定​​し​​て​​い​​る​​Singapore​ ​Fintech​ ​Festival​​（令​​和​​８​​年​​11​​月​​18​​日​

​（水）～20日（金）開催）への出展と連携すること」​
​に​​つ​​い​​て、​​本​​年​​度​​の​​出​​展​​形​​式​​（​​Japan​ ​Pavilion​​、​​単​​独​​出​​展、​​等）​​を​​教​​え​​て​
​ください。​

​回答​ ​他団体と連携し、Japan Pavillionでの出展を予定しています。​

​質問２​
​該当部分​ ​提案説明書　８-(2)-ウ​
​質問​ ​本ヒアリングはオンラインでの参加も可能でしょうか。対面での参加者​

​も予定されていることから、ハイブリッド形式での実施が想定されます​
​が、その形式での対応が可能かどうか、ご教示いただけますと幸いで​
​す。​

​回答​ ​対面・オンライン・ハイブリッドいずれの形式でも参加が可能です。​
​会議リンクは当日の日程が確定し次第、審査対象者にお送りします。​

​質問３​
​該当部分​ ​提案説明書P.3　7-(2)-エ-(イ)​
​質問​ ​「提出書類には、正本を除き、会社名及び会社名を類推できる表現や氏​

​名を入れず、会社名については「弊社」若しくは「○○社」、氏名につい​
​ては、「○○」、複数名を記載する場合は、アルファベット表記する等、​
​特定できない表現で記載すること。」​
​とありますが、この規則の該当対象は、提案者の情報のみならず、提案​
​書類に記載する第三者の会社名や氏名にも全て該当する、と理解すれば​
​良いでしょうか。​

​回答​ ​本取扱いは提案者を対象としており、第三者は該当しませんが、提案者​
​を特定し得る記載は避けてください。​

​質問４​
​該当部分​ ​提案説明書P.5　8-(2)-ウ-(イ)-d​
​質問​ ​ヒアリング審査における委託者の出席者をご教示いただくことは可能で​

​しょうか。出席者の中には提案者の事前情報(事業概要等)をご存じない方​
​もいる認識ですが、説明の15分を有効に活用する上で、どのような説明​
​を差し上げるべきか検討する上で、出席者の方の属性(ビジネスサイドの​
​方なのか、アカデミアの方もいらっしゃるのか等)を可能な範囲でご教示​
​いただけると幸いです。​

​回答​ ​本ヒアリング審査は提案者名を伏せて実施するため、ご提出いただく提​
​案書類及びヒアリング中のご発言に基づき審査が行われます。​
​本実施委員会は、本市関係部局の職員のほか、本市職員以外の学識経験​
​者等、複数の属性の委員により構成されておりますので、委員の属性に​
​関わらず、審査に必要と考えられる情報は提案書類への記載又はヒアリ​
​ング中のご発言のいずれかによりご説明ください。​
​なお、委員はご提出いただく提案書類を事前に確認した上で審査を行い​
​ますので、その前提でご説明ください。​



​質問５​
​該当部分​ ​提案説明書P.5　8-(2)-ウ-(イ)-(e)​
​質問​ ​「ヒアリングにあたっては、資料等を含め提案者名の商号等を伏せて匿​

​名で行うため留意すること。」​
​とありますが、提案者の発言において留意すべきことがあればご教示い​
​ただけますでしょうか。ヒアリング中の提案者の発言においても、自社​
​名や提案書類に記載の第三者情報について伏せるべきでしょうか。​

​回答​ ​提案書類のほか、ヒアリング中のご発言においても提案者の会社名、職​
​員氏名は伏せてください。第三者情報は質問３と同様に伏せるべき情報​
​には該当しませんが、提案者を特定し得るご発言は避けてください。​

​質問６​
​該当部分​ ​業務仕様書P.2　4-(1)-ア-(ア)​
​質問​ ​「委​​託​​者​​が​​予​​定​​し​​て​​い​​る​​Singapore​​Fintech​​Festival(​​令​​和​​8​​年​​11​​月​​18​​日​​(水)​

​~20日(金)開催)への出展と連携すること。」​
​とありますが、​
​・本イベントへの出展は確定との認識でよろしいでしょうか。​
​・本出展予定に際して発生する費用のうち、ブース展示に係る費用も本​
​業務に係る費用に含めるべき、と考えてよろしいでしょうか。含める場​
​合、見込んでいる費用感をご教示いただくことは可能でしょうか。​

​回答​ ​Singapore​ ​Fintech​ ​Festival​​へ​​の​​出​​展​​は​​現​​時​​点​​で​​は​​あ​​く​​ま​​で​​予​​定​​で​​す​​が、​
​提案書類は出展を前提として作成してください。​
​また、委託者の本イベント出展に伴う費用は本業務の費用に含みません​
​が、ご提案いただく本イベント出展と連携した誘致活動に係る費用や受​
​託者の本イベントへの参加費用は本業務の費用に含みます。​

​質問７​
​該当部分​ ​業務仕様書「4 業務内容」​
​質問​ ​「(1)海外での誘致活動」において「委託者が予定しているSingapore​

​Fintech​​Festival(​​令​​和​​8​​年​​11​​月​​18​​日​​(水)​​~20​​日​​(金)​​開​​催)​​へ​​の​​出​​展」​​と​​記​​載​​が​
​あり、また「委託者のイベント参加等に係る経費は本業務に係る費用に​
​含める」と記載があります。​
​此方は「出展」は「委託者が予定」とありますので出展に係る費用は本​
​業務に含めなくて宜しいでしょうか。また、その他(「委託者の旅費は含​
​ま​​な​​い」​​と​​あ​​り​​ま​​す​​の​​で、​​旅​​費​​以​​外​​に)​​SingaporeFintech​ ​Festival​ ​に​​関​​し​
​て、本事業の費用に含めるべき「委託者のイベント参加に係る経費」で​
​発生し得るものはありますでしょうか。​

​回答​ ​ご​​認​​識​​の​​と​​お​​り、​​Singapore​ ​Fintech​ ​Festival​​へ​​の​​委​​託​​者​​の​​出​​展​​に​​伴​​う​​費​
​用は本業務に含みません。​
​なお、委託者が本イベントに参加するための経費で本業務の費用に含め​
​るべきものは現在想定しておりませんが、ご提案いただく本イベント出​
​展と連携した誘致活動に係る費用や受託者の本イベントへの参加費用は​
​本業務の費用に含みます。​


